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市政への参加

相談日時

場　　所

◆  人権政策に係る総合的な企画および調整
◆  同和問題に係る総合的な企画および調整

あらゆる人権問題解決のため、会員企業などを対象に研
修、啓発などを実施しています。

女性も男性も性別にかかわりなく、一人ひとりが個性と能
力を発揮できる社会の実現をめざし、こんなことをしてい
ます！
◆  女性の相談員が相談を受ける「女性の総合相談窓口」

男女共同参画課 ☎565-1550（9：00～16：00）
◆  起業・就労など、新たな一歩を踏み出す女性を応援する

「女性のチャレンジ応援塾」

暴力は、どんな場合であっても許されない行為です。被害
者は暴力により、ケガなど身体的な影響を受けるだけでな
く、PTSD（心的外傷後ストレス障害）に陥るなど、精神的な
影響を受けることもあります。また、暴力を目撃した子ども
にさまざまな心身の症状が表れることがあります。
ひとりで悩まずに、下記などに相談してください。（緊急の
場合は、警察へ）
◆  滋賀県中央子ども家庭相談センター　☎564-7867
◆  滋賀県男女共同参画センター　☎0748-37-8739
◆  男女共同参画課　☎565-1550

◆  女性の就労支援をするため、女性のキャリアデザインや
多様な働き方を学ぶ講座を開催する「女性活躍推進事業」

◆ 「 ジェンダーに関する学習会」の開催や啓発紙「みんな
で一歩」の発行（年２回程度）

差別のない明るいまちづくりをめざして、
月間や週間の取り組みを行っています。

日常のさまざまな相談

配偶者からの暴力（DV）に悩んでいる方へ
ひとりで悩まず相談を…

月～金曜日（土・日・祝日・年末年始は除く）
8：45～17：30
西一会館  ☎562-5448
橋岡会館  ☎562-5864
新田会館  ☎563-1281
常盤東総合センター ☎568-0224

人権に関する取り組み

草津市企業同和教育推進協議会

人権月間・人権週間

人権相談

人権政策  人  権  政  策  課　☎561-2335　FAX561-2488
　  商工観光労政課　☎561-2356　FAX561-2486

男女共同参画  男女共同参画課　☎565-1550　FAX561-2489

 事務局：商工観光労政課　☎561-2356

企業内公正採用・
人権啓発推進月間

毎年7月

【問合先】 商工観光労政課

同和問題啓発
強調月間

毎年9月

【問合先】 人権政策課

人権週間

国連で「世界人権宣言」が採択された12
月10日を最終日として、12月4日から10
日までの1週間を人権週間と定め、法務
省では啓発活動が行われています。市に
おいても人権擁護委員などが街頭啓発
をします。

【問合先】 人権政策課

草津市　輝☆業塾

市議会  議事庶務課　☎561-2413　FAX561-2485

市議会のしくみ

傍聴

市議会だより

会議録

インターネット中継

請願・陳情

市議会には定例会と臨時会があり、定例会は年4回開か
れます。臨時会は必要に応じて開かれます。
委員会として、議案、請願などを審査するための常任委員
会、議会の議事運営を協議する議会運営委員会、特定事
件を審査、調査するための特別委員会があります。

本会議および委員会は、誰でも傍聴することができます。
また、本会議の傍聴に手話通訳を希望される場合は、事
前に議会事務局にお問い合わせください。
●本会議
傍聴を希望する人は、本会議当日に市役所４階の議場入
り口の受付にて、受付簿に必要事項を記入してください。
●委員会
傍聴を希望する人は、委員会当日に市役所３階の議会事
務局にて、受付簿に必要事項を記入してください。

アプリ配信
⃝マチイロ　⃝sidebooks(ちいき本棚)

年４回発行しています。
市議会ホームページやアプリから
ご覧いただけます。

議会図書室、情報公開室、図書館などでご覧いただけま
す。また、市議会ホームページに掲載している「市議会会
議録」でも、ご覧いただけます。

市議会ホームページから本会議のライブ中継および過去
の録画映像をご覧いただけます。
なお、ライブ中継および平成２８年９月定例
会以降の録画映像は、スマートフォン・タブ
レット端末での視聴も可能です。

⃝  請願・陳情者は、趣旨、提出年月日、請願（陳情）者の住
所を記載のうえ、請願（陳情）者が署名または記名押印
し、議長あてに提出してください。

⃝  請願については、紹介議員（１名以上）の署名または記

市議会機構図

総 務 常 任 委 員 会
文教厚生常任委員会
産業建設常任委員会

議　会

議会運営委員会

常 任 委 員 会

特 別 委 員 会

名押印が必要です。陳情については、紹介議員を必要
としませんが、議会での審査は行われません。

⃝  本市議会では、議長、副議長、付託される委員会（付託
委員会は請願内容によって決定されます。）の委員は、
申し合わせにより請願の紹介議員になることはできま
せん。

⃝  請願はいつでも議会事務局で受付していますが、定例
会開会の概ね７日前に開催される議会運営委員会の
前日までに提出されなければ、次回定例会の取り扱い
となります。
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情報公開・個人情報保護
 総務課　☎561-2301　FAX561-2483

広報・広聴
 広報課　☎561-2327　FAX561-2483

市民参加と協働のまちづくり
 まちづくり協働課　☎561-2337　FAX561-2482

選挙  選挙管理委員会　☎561-2301　FAX561-2483

選挙権について

選挙人名簿の登録時期について

投票の方法について

期日前投票について

不在者投票について

郵便などによる不在者投票について

日本国民であれば、満18歳になると、誰でも平等の権利
として「選挙権」が保障されます。しかし、選挙で投票する
ためには市町村の選挙人名簿に登載されていなければ
なりません。選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成し
ますので、就職や転勤、入学などで、住所が変わったとき
は、市民課へお届けください。

選挙の有無に関係なく、満18歳以上の日本国民で、毎年
3月、6月、9月、12月の1日現在、引き続き3カ月以上草津
市内にお住まいの人（住民票が作成された日、つまり転入
の届出日から引き続き3カ月以上、市の住民基本台帳に
記録されている人）を、その月の1日に登録します。
また、選挙が行われる時も、投票日までに満18歳になる
人を選挙の立候補届出日（選挙の種類によって、告示日ま
たは公示日といいます。）の前日を基準にして、引き続き3
カ月以上市内にお住まいの人を登録します。

選挙の日時や投票所については、広報くさつや投票所入
場整理券によりお知らせします。入場券を紛失された場
合でも投票はできますので、投票所で係員に申し出てくだ
さい。
投票日までに草津市から転出した人は、選挙の種類に
よっては投票ができないことがありますので、詳しくはお
問い合わせください。

投票日当日、仕事や旅行などの用事がある人は、期日前
投票所で投票日前に投票ができます。
期日前投票所の場所や開設期間などについては、選挙ご
とに市ホームページなどでご案内します。

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム
などに、選挙の期間中入院されている有権者の人は、施
設の長（院長など）に申し出をすると、その施設で不在者
投票ができます。
遠隔地に出張などで滞在している人についても、草津市
選挙管理委員会に投票用紙を請求すれば滞在地の選挙
管理委員会で不在者投票をすることができます。
これらの手続きはすべて郵送などで行われるため、お早
めにお申し出ください。

身体に重度の障害（政令で障害の種類や程度が定められ
ています）がある人や要介護5の人は、自宅から郵便など
による投票ができます。郵便などによる不在者投票をす
るためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付が必
要です。申請方法など詳しくはお問い合わせください。

情報公開制度

広報くさつ

身近な市民参加制度

個人情報保護制度

市が保有している公文書を皆さんの請求に応じて公開す
ることにより、市の仕事やその内容を理解していただくも
のです。
より一層市民の皆さんに市政へ参加していただき、より
開かれた市政を進めます。

行政施策や行事などを市民の皆さんに紹介する広報紙で
す。
毎月1日と15日に発行（1月1日号と8月15日号は休刊）し
ます。
広報くさつは、町内会を通じて配布しているほか、市ホー
ムページや次の場所でも入手できます。
◆  市役所総合受付 ◆  市民交流プラザ
◆  さわやか保健センター受付 ◆  市立まちづくりセンター
◆  草津アミカホール ◆  JR草津駅
◆  各地域まちづくりセンター ◆  JR南草津駅
◆  図書館 ◆  市内の滋賀銀行の各支店
町内会への加入方法については、
まちづくり協働課（☎561-2324）までお問い合わせくだ
さい。
アプリ配信
⃝マチイロ　⃝sidebooks(ちいき本棚)
※ 声の広報や点字版の広報もあります。詳しくは67ペー

ジをご覧ください。

市では誰もが安心して暮らすことのできる、ずっと「住み
続けたいまち」を目指して、草津市協働のまちづくり条例
に基づき、協働によるまちづくりを推進しています。

市民参加制度の主なものとして次の制度があります。
●各種審議会などの公募委員
審議会で出された結論は市政に大きな影響を与えること
から、審議会での議論には多様な市民の考え方が反映さ
れることが大切です。本市では、審議会の委員の選任に
当たっては、原則として公募による市民を含めるものとし
ています。広報くさつや市ホームページにて委員の募集
があった際には積極的にご応募ください。

市が保有する個人情報が適正に管理されているかを、本
人からの請求に応じて開示することにより、市民の皆さん
に安心していただくものです。
市が保有する個人情報を適正に管理するとともに、個人
の権利利益の保護を図ります。

●パブリックコメント
市の基本的な政策を決めるとき、政策の原案を市民に公
表し、市民から寄せられた意見を政策形成に反映するとと
もに、原案に生かせるかどうか検討し、その結果と意見に
対する市の考え方を公表する制度です。

明るい選挙の推進

出典：総務省ホームページ「明るい選挙の推進」の内容を引用・編集・加工して作成　

「明るい選挙」を支えているのは、私たち一人ひとりの気持ちです。
誰にもじゃまされずに、自分の考えで正しく投票する選挙のことを
「明るい選挙」といいます。お金をもらったり、プレゼントを受け取っ
たりしてその人に投票したとしても、自分の意思を伝えるということ
にはなりません。明るく正しく投票してこそ、私たちの「明るい選挙」
といえるのです。
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相談窓口情報発信
市ホームページ

市長への手紙

YouTubeくさつチャンネル

草津市公式Facebookページ

Facebook ページ　写すんですくさつ

市政情報やイベント情報など最新の情報を
お知らせします。
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/

市政やまちづくりについて、市民の皆さんの建設的な
ご提案をお寄せください。
市ホームページの専用フォームをご利用いただくか、
郵送などでも受け付けています。専用の便せんと封筒
のセットを市役所総合案内や市内の公共施設などに備
え付けていますのでご利用ください。
手紙は市長が必ず読ませていただき、市政運営の参考
とさせていただきます。内容に応じて、担当部署から直
接、ご連絡やお返事をさせていただく場合もあります。
返事までに１か月程度いただいておりますのでご承知
ください。

草津市の魅力を動画で発信しています。
https://www.youtube.com/user/
kusatsucity

イベント情報や市からのお知らせを発信します。
https://www.facebook.com/
KusatsuCity

写真を通じて草津市の魅力を発信する
市民参加型のページです。
https://www.facebook.com/
utsusukusatsu

内　容

申込み

個人的な相談や苦情、ひぼう、中傷、陳情など
は対象外です。対話の概要は、個人情報を除
き、ホームページなどで公開します。
申込書を書き、広報課までお申し込みくださ
い。※電話申込不可

市民相談・行政相談・消費生活相談・契約トラブルなど
●市民相談室　☎５６１-２３２９　FAX５６１-２３３４
●行政相談　滋賀行政監視行政相談センター　☎０５７０-０９０１１０（IP電話などからは☎５２３-１１００）
●消費生活センター　☎５６１-２３５３　FAX５６１-２３３４

市民相談 消費生活相談

ご存知ですか？消費者契約トラブル！

行政相談

市民相談の窓口として、日常生活から生じる困りごとに関
する相談に応じています。

契約に関するトラブル、製品事故や食品表示など、消費生
活に関して困った時はすぐにご相談ください。

●契約とは
申し込みと承諾があれば「口約束で成立」する「法的な拘束
力を持つ約束」のことです。行政相談委員法に基づいて、民間有識者の中から総務大

臣が委嘱された行政相談委員は、皆さんの身近な相談相
手として、国の事務（例えば、国道、一級河川、年金、登記
など）に関する苦情や意見・要望などの相談を受け、助言
や関係行政機関に対する通知などを行っています。

※専門相談は予約が必要になります。

※ 電話相談可

※ 最近では「光コラボ」の契約や「電力・ガスの自由化」で、
代理店からの勧誘電話で簡単に契約されてしまったと
いう相談が増加しています。

相�談�日 相�談�日

相�談�日

相談時間 相談時間

相談時間

相談場所 相談場所

専門相談

相談場所

月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 月～金曜日（祝日･年末年始を除く）

毎月７日・１７日
（土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日）

9:00～16:30 ９：００～１６：３０

９：３０～１２：００

市民相談室（市役所1階） 消費生活センター（市役所1階）

法律（弁護士）相談・税務相談・行政書士相談

市民相談室（市役所1階）

電車に乗る スーパーで買い物をする 携帯電話の契約

ロッカーに荷物を預ける マンションを借りる 喫茶店でコーヒーを注文する

例

こんにちは市長です
協働のまちづくりのために活動している個人やグループ
と、市長が直接対話します。
時　間

対　象

個人は30分程度、グループは１時間程度

市内に在住か、通勤・通学している18歳以上
の人〔初めての人を優先〕
※ グループ（5～10人）は、お問い合わせくだ

さい。
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